
TEL：0291（33）6193

FAX：0291（33）6725

第６０号 令和３年１月２０日鉾田普及センター情報

発行：鹿行農林事務所 経営・普及部門

（鉾田地域農業改良普及センター）

寒さが厳しくなってきましたね。

体調管理に気を付けて作業しましょう！

11月27日（金）、鉾田合同庁舎で、農村女性大学と農業学園

の合同講座「雇用管理と経営ビジョンを学ぶ講座」を開催し、生

産者8名が参加しました。講座では、中小企業診断士の松本光治

先生から、雇用管理の基礎について講演をいただいたあと、農業

経営士の島村一寿さんから、島村さんが実践している「フレック

スタイム制を導入し、子育て世代の女性を積極的に採用する」と

いう事例について発表していただき、それを踏まえて参加者が自

らの経営ビジョンについて考えるワークショップを行いました。

参加者からは終始積極的に発言があり、活気に満ちた講座となり

ました。

普及センターでは、今後も、雇用管理に関する知識の普及を通じ、

農家の人材確保に向けた支援を行っていきます。

鉾田地域農村女性大学・農業学園第４回講座を開催しました！

近年、施設園芸において収量・収益性を高めるためにICTの導

入が進んでいます。鹿行地域において、先端技術を用いた施設

園芸の普及を図るため、昨年からICT機器を導入してトマトを栽

培している鉾田市の（株）フジエダファーム（11/6（金））、

同（株）伊藤農園.F（12/15（火））にて標題の研修会を開催

しました。現在両農場では、統合型環境制御装置による高度な

環境制御実証事業を行っており、鹿行地域の長期どりトマト生

産者出席のもと、作物生産の専門家を講師に招き、データに基

づく栽培管理のポイントについてアドバイスをもらいました。

普及センターでは今後も、ICT機器を用いた次世代施設園芸の

普及を支援していきます。

鹿行地域次世代施設園芸現地研修会を開催しました！

近年、農業用ハウスに甚大な被害を与える自然災害が多発していることから、今後、県では、

農業用ハウスの新設や再建等に活用可能な支援策の補助対象を、風速３６m/s以上に耐えられ

る強度のハウス（『強靭化ハウス』）に限定することと致しました。

また、補強対策については「茨城県農業用ハウス災害被害防止マニュアル」にまとめており

ます。マニュアル及び具体的な支援策については鹿行農林事務所ホームページ等をご参照くだ

さい。

農業用ハウスの強靭化を行いましょう！

鹿行農林事務所

～ 野菜（収穫部位）へのかん水や薬剤散布には、きれいな水を使うよう努めましょう。 ～



＜参加申込先＞
茨城県鹿行農林事務所経営・普及部門 鈴木あて
ＴＥＬ：０２９１－３３－６１９３

■ 問い合わせ先 農業大学校 入試事務局 ℡０２９ー２９２ー００１０
■ ホームページ 農業総合センター農業大学校／茨城県 で検索

県立農業大学校では、高校等の卒業者（若しくは見込者）を対象に、学生を募集しています。

詳しくは下記入試事務局にお問い合わせください。

茨城県立農業大学校入学生募集のお知らせ

１１月１２日（木）、行方合同庁舎において、「法人化促進講座」を開催し、生産者４名が

参加しました。第１回は、税理士の斉藤功一先生を講師に招き、法人化のメリット・デメリッ

トについて学びました。

講師から「法人化と従業員の雇用拡大により、経営を発展させてほしい」とのアドバイスが

あり、受講者からは「本で勉強したより、法人化の理解を深められた」との声が聞かれ、有意

義な講座となりました。

次回は、令和３年２月４日（木）に「各種専門家（税理士や社労士）

による農業経営相談会」を予定しています。是非、ご参加ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては中止になる場合が

あります。

法人化促進講座を開催しています！

興味のある方は、担当者にお問い合わせください。（メロン：岩瀬、イチゴ：佐藤）

県オリジナル品種 イバラキング・いばらキッスを作りませんか？

現在、メロン【イバラキング】の種子・イチゴ【いばらキッス】の親苗購入の申込みを行って

います。購入に当たっては、栽培マニュアルに準じて、品種特性を踏まえて栽培することや、

出荷資材には品種名を明記する必要があります。なお、栽培はハウス１棟単位の栽培が必要で

す。また、「いばらキッス」はＪＡ部会または県いちご経営研究会に加盟することが条件です。

○イバラキング：なめらかな口当たりで、上品な香りと甘さが特徴

○いばらキッス：甘くてジューシーな味が特徴 （1月２９日〆切）

ピーマンのモザイク病について

ピーマンにはいくつかのウイルス病があり、中でもPMMoVに

よって起こるモザイク病は大変恐ろしい病気です。モザイク病は、

発病すると生長点付近の葉や果実の色がところどころ黄色く抜け

るモザイク症状を呈します（写真）。モザイク病になるとピーマ

ンの生育が悪くなり、果実も変形して収量が低下します。モザイ

ク病はウイルスが付いた手指等により簡単に伝染し、また土壌中

にもウイルスが何年も残り続けます。

対処方法は発病株を抜き取り処分する、モザイク病発病付近の

株は最後に管理して周りに広げない、などになります。モザイク

病の初期症状は他のウイルス病との見分けも難しいため、疑わし

い場合は普及センターにご連絡ください。

（トウガラシ微斑ウイルス）

モザイク症状を呈したピーマン


